
1 

令和６年度 上尾市ネーミングライツ事業（提案募集型）募集要項 

１ 対象施設等  

２ ネーミングライツパートナーのメリット  
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３ 愛称の基準 

○○○
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４ ネーミングライツの付与期間（契約期間）  

5 ネーミングライツ事業の申込 
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6 申込内容について  
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7 ネーミングライツパートナーの適否審査  

8 選定方法 
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9 結果通知  

   

   

   

10 ネーミングライツ料の納入方法  

 

11 費用負担  
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12 質問事項の受付及び回答方法  

13 現地確認について  

14 その他  
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15 申込及び問合せ先  
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令和  年  月  日 

確約書 
 

（あて先） 上 尾 市 長 
 

 

 ネーミングライツ事業の応募に際し、上尾市ネーミングライツ事業実施要綱第５条に

定める「規制する事業等」に該当しないことを確約します。また、応募後、これらに該

当することが分かった際は、速やかに市長に報告します。 
 

 

 

 

                 団 体 名                 

                 住 所 （ 所 在 地 ）                 

                 代表者職氏名               印 

 

上尾市ネーミングライツ事業実施要綱第５条 抜粋 

（規制する事業等） 

第５条 次に掲げる事業等を営む法人は、契約の相手方（以下「ネーミングライツパートナー」と

いう。）となることができない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類似

する事業 

(2) 消費者金融に関する事業 

(3) 法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為

に関する事業 

(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業 

(5) 私的な秘密事項の調査に関する事業 

(6) 政治性又は宗教性のある事業 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がネーミングライツパートナーとして適当でないと判

断した事業 

２ 次に掲げる法人は、ネーミングライツパートナーとなることができない。 

(1) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生又は会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）による更生の手続中の法人 

(2) 国税又は地方税を滞納している法人 

(3) 各種法令に違反している法人 

(4) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない法人 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う

法人 

(6) 上尾市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成６年７月２６日市長決

裁）第２条第１項又は第２項の規定により入札参加停止の措置を受けている法人 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がネーミングライツパートナーとして適当でないと判

断した法人 

別紙１ 
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辞退届 

令和  年  月  日 

 

 

（あて先） 上 尾 市 長 

 

 

団 体 名                   

 

住 所 （ 所 在 地 ）                   

 

代表者職氏名                 印 

 

 

 

 

令和  年  月  日付で上尾市ネーミングライツ事業申込書を提出しましたが、

辞退いたします。 

 

１ 辞退理由 
 

別紙２ 


